
厚生労働省の動向について

（令和５年度事業の参考）
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令和４年12 月15 日 社会保障審議会医療保険部会 議論の整理

社会保障審議会医療保険部会においては、全世代型社会保障構築会議や「経済財政運営と改革
の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定。以下「骨太の方針」という。）、「新経
済・財政再生計画改革工程表2021」（令和３年12月23 日経済財政諮問会議決定。以下「改
革工程表」という。）において検討が求められていた項目等を中心に、令和４年９月29 日以
降、審議を開始し、議論を重ねてきた。

後発医薬品の使用促進について、個別通知やフォーミュラリなどの取組を進めるととも
に、医薬品の安定供給の確保が重要であり、それに向けた対策の状況を踏まえつつ、バ
イオシミラーや更なる置き換え余地がある領域に取り組んでいくことが重要

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2021」に基づく対応を行うとともに、これらの意
見を踏まえ、以下の措置を講じるべきである。
・後発医薬品の使用促進に向けて、使用促進効果が確認されている個別通知や、医薬品
の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリ等の取組を地域の実
情に応じて検討・推進するとともに、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対
策に関する有識者検討会」の議論や、バイオ後続品に関する目標設定を踏まえ、今後、
まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、新たな数値目標を設定すること

後発医薬品関連記載 抜粋

４.医療費適正化対策の実効性の確保 （医療費適正化計画の実効性の確保）
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